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各種資格・国家試験の総合スクール東京リーガルマインド（LEC）は4月24日（水）労働新聞社、株式会社ロココ と3社共催にて「働

き方改革で『企業に求められる課題』」無料講演会を実施いたします。 

 

 

同一労働同一賃金とは、雇用形態の差によって生まれる不合理な待遇差の解消をはかり「同じ仕事に就いている限り、同一の賃金を支

給する」ことであり、厚生労働省では、「同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者（無期雇用フル

タイム労働者）と非正規雇用労働者（有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」

としております。平成30年12月にはガイドラインも公布され、その言葉は広く認知されてきました。 

同一労働同一賃金を含む改正法は、2020年4月1日から順次施行されることになっており、各企業においては、非正規労働者の意欲向上、

優秀な人材の退職リスクを減らし、スキルの高い人材の確保がしやすくなる可能性も広がる一方で、人件費が以前より高くなるなどとい

った不安要素も伴うものでもあるため、法改正が行われる前から事前に準備し、対策案を練っておくことが必要になってきます。 

そこで、本講演会では、水町勇一郎先生に、同一労働同一賃金を中心に、企業として働き方改革をどう進めていくのか、ご講演いただ

くほか、特定社会保険労務士・ＬＥＣ専任講師 澤井清治が、就業規則等の改定と新帳票対応についての具体策をレクチャーいたします。 

■講演会概要  
実施日/場所 2019/4/24（水）14:00～17:30 新宿エルタワー本校 〒163-1518 東京都新宿区西新宿１丁目６−１受付18階 

同時中継 全国中継（水道橋本校/渋谷駅前本校/池袋本校/町田本校/横浜本校/千葉本校/梅田駅前本校/京都駅前本校/神戸本校/ 

難波駅前本校/札幌本校/仙台本校/静岡本校/名古屋駅前本校/富山本校/松山本校/高松本校/岡山本校/広島本校山口本校

福岡本校/那覇本校/金沢校【提携校】）※LEC各本校の所在地については以下よりご確認ください。 

http://www.lec-jp.com/school/ 

内容 14:00～16:00「働き方改革で企業に求められる課題～同一労働同一賃金を中心に～」 

 登壇講師：東京大学社会科学研究所教授 水町 勇一郎 先生 

16:10～16:40「働き方改革対応 勤怠管理システム TIMESについて」 

 登壇講師：株式会社ロココ プロダクト事業部 営業部 宮下 達裕 氏 

 ・WEBベースの直観的操作を可能としたセルフサービス型勤怠管理システムとは 

16:40～17:30「働き方改革で必要となる就業規則等の改定と新帳票対応」 

 登壇講師：特定社会保険労務士・LEC専任講師 澤井 清治 講師 

担当講師  

参加方法 参加無料・要予約 
希望される方は下記サイトより事前予約をお願いします。 

http://partner.lec-jp.com/biz/skillup/hataraki.html 

■会社概要  株式会社 東京リーガルマインド 

1979 年創業の国家資格取得・公務員試験合格などを支援する資格の総合スクールです。法律系、ビジネス系、会計系など幅広い講

座を全国で展開し、長きに渡る各種資格・国家試験対策講座で培ったノウハウを駆使し、個人のみでなく、法人向けにもさまざまな

サービスを提供しています。 

****************************************************************************************************************** 

本件に関するお問い合わせ ＬＥＣ東京リーガルマインド コールセンター TEL：0570-064-464 

取材に関するお問い合わせ ＬＥＣ東京リーガルマインド 総務課  TEL：03-5913-6220 

     労働新聞社×株式会社ロココ×LEC 3社共催 

働き方改革で「企業に求められる課題」無料講演会 
『「同一労働同一賃金」のすべて』の著者でもある水町勇一郎先生が登壇！！ 

これからは、雇用形態にかかわらず業務内容で評価する時代へ 

水町勇一郎先生／東京大学社会科学研究所教授  
1990年東京大学法学部卒。東京大学社会科学研究所助教授、パリ第10大学客員教授、東京大学社会科学研究所准教授、

パリ西大学客員教授等、また政府の「規制改革会議・雇用ワーキンググループ」専門委員、「働き方改革実現会議」構

成員等を歴任。2010年4月より現職。専門は労働法学。●主な著書『労働法 第7版』（有斐閣、2018年3月）、『「同

一労働同一賃金」のすべて』（有斐閣、2018年2月）など多数。 


